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平成 30 年度税制改正大綱の注目３分野 

 

平成 30年度税制改正大綱では、働き方の多様化を踏まえて個人所得税の見直しが行われま

した。また、中小企業の事業承継を促進するために事業促進税制の拡充、賃上げ・生産性

向上のための税制上の措置及び中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置が講じ

られています。以下に注目点をピックアップしました。 

税制改正大綱は政権与党が協議して作成するものなので、必ず政策に反映されます。 

 

 

 

 

 

個人所得課税 

≪給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振替等≫ 

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律 10 万円引き下げ、その引き下げる 10 万

円を基礎控除に振替えて、基礎控除額が一律 10万円引き上げられます。給与所得者のみで

なくフリーランス、起業家、在宅で働く育児ママ等の存在を意識したものです。 

また、給与所得控除額の上限となる給与収入を 850万円に引き下げ、その際の控除額が 195

万円に引き下げられます。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23 歳未満の扶養親

族や特別障害者である扶養親族を有する者等に負担が生じないような措置が講じられます。 

 

公的年金等控除は、公的年金等収入 1,000 万円を超える場合の控除額に 195.5 万円という

上限を設けられます。なお、公的年金等以外の所得金額が 1,000 万円超の場合は、公的年

金等控除額がさらに引き下げられます。 

基礎控除については、所得金額 2,400万円超で控除額の逓減が開始し、2,500万円超で消失

する仕組みに改められます。 

 

なお、基礎控除の引き上げ及び給与所得控除の引き下げに伴い、基礎控除及び給与所得控

除の金額を踏まえて設定されている税制上の金額基準について必要な調整が行われます。 

 

適用時期 

上記の改正は、いずれも平成 32年 1月から施行されます。 

影響を受ける対象者が多いことから、早めに周知されているのです。 

 

http://matsui-jicpa.com/
https://matsui-jicpa.net/


2018年 5月 松井公認会計事務所  2 

ホームページ http://matsui-jicpa.com/    ブログ https://matsui-jicpa.net/ 

 

≪NISA（個人投資家のための税制優遇制度）の見直し≫ 

NISAの口座数は相当数ありますが、一度も取引をしていないものも多く存在します。その

理由の一つに、投資家が NISA 開設を申し込んだ日には買い付けができないことが挙げら

れることから、これを可能とする見直しが行われました。 

具体的には、非課税口座を開設しようとする居住者は、金融商品取引業者の営業所長に対

し、非課税適用確認書の添付を要しない「非課税口座開設届出書」の提出をすればよいこ

とになります。 

 

また、非課税期間が終了した NISA 口座内で保管する金融商品について、同金融機関に特

定口座が開設されていれば、特段の手続を経ずにその特定口座に移管することができるよ

うになりました。 

 

適用時期 

平成 33年 1月１日以後。 

 

 

≪土地・住宅税制≫ 

次の特例は平成 29年度末で期限が到来しましたが、延長されます。 

① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算等の適用期限の延長 

② 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算等の適用期限の延長 

③ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限の延長 

 

なお、特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例は、買替資産の範

囲に一定の非耐火既存住宅が追加されました。 

 

適用時期 

平成 30年 1月 1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年４月１日以後に買替資産を取得する場

合に適用。 

平成 31年 12月 31日まで。 

 

 

≪支払調書等の提出義務制度≫ 

電子情報処理組織（e-Tax）又は光ディスクによる提出が可能な範囲が拡大されます。その

判定基準が、対象となる年の前々年の支払調書の枚数が 100 枚以上（現行：1,000 枚以上）

に引き下げられることによるものです。 
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適用時期 

平成 33年 1月１日以後の提出分から。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産課税 

≪事業承継税制の特例の創設≫  

事業承継の円滑な完了を目指して、事業承継税制の特例として次の措置が創設されます。 

・猶予対象の株式の制限（総株式数の 2/3）の撤廃 

・納税猶予割合の引き上げ（80%から 100%へ） 

・雇用確保要件の弾力化 

・複数（最大 3名）の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大 

・経営環境の変化に対応した減免制度 

・相続時精算課税の適用範囲の拡大 

 

適用時期 

平成 30年 1月１日から平成 39年 12月 3１日までの間に贈与等により取得する財産に係る

贈与税又は相続税について適用。 
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≪一般社団法人等に関する相続税・贈与税の課税の見直し≫  

一般社団法人には持分が存在しないため、一族で実質的に支配している一般社団法人に財

産を移転した後に役員が亡くなると、相続税を課されることなく実質的に財産をその親族

に代々承継させることができる余地がありました。 

そのため、平成 30年度改正により、同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人（非

営利型法人等を除く。）について、その同族理事の一人が死亡した場合、当該法人の財産を

対象に当該法人に相続税が課税されることになりました。 

課税対象額は、一般社団法人の純資産額を死亡時の同族役員の数（被相続人を含む。）で除

して計算した金額です。 

 

適用時期 

平成 30年 4月 1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税につい

て適用。 

 

 

≪小規模宅地等に係る相続税の課税価格計算の特例の見直し≫ 

小規模宅地等の減額特例は、被相続人等の居住又は事業の用に供されていた宅地について、

相続税の課税価格を減額する特例です。 

この制度が悪用されているという指摘を踏まえ、次の規制措置が適用されました。 

 

【改正ポイント】 

・居住用宅地の見直し 

相続開始前 3 年間にその者の親族等が所有する家屋に居住していた者と、相続開始時に

おいて居住の用に供していた家屋を過去に所有していた者を除外 

・貸付事業用宅地の見直し 

相続開始前 3年間以内に貸付けを開始した宅地を除外 

 

簡単に言うと「3年以上賃貸暮らしをしてきた別居親族や 3年以上貸付事業として使ってい

た宅地」しか特例を受けることができなくなるのです。 

小規模宅地等の特例については、以下を参照してください。 

 

相続税を大幅に減額してくれる”小規模宅地等の特例”を徹底理解する 

https://matsui-jicpa.net/inheritance-tax-area/ 
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適用時期 

平成 30年 4月 1日以後の相続等から。 

 

 

 

 

法人課税 

≪賃上げ及び投資の促進に係る税制≫  

十分な賃上げや設備投資を行った大企業について、賃上げ額の一定割合の税額控除ができ

る措置が講じられました。 

次の場合に、3 年間の措置として、給与支給増加額の 15%を税額控除できます。ただし、

居所税額は、当期の法人税額の 20%が上限です。 

① １人当たり平均給与が対前年度比 3%以上の増加 

② 国内設備投資額が減価償却費総額の 90%以上 

 

なお、中小企業については従来から同様の措置が講じられていましたが、変更されました。 

通常、１人当たり平均給与が対前年度比 1.5%以上増加した場合に、給与支給増加額の 15%

を税額控除できます。上乗せとして、１人当たり平均給与が対前年度比 2.5%以上増加し、

かつ、一定の要件を満たした場合には、給与支給増加額の 25%を税額控除できます。 

 

適用時期 

平成 30年 4月 1日から平成 33年 3月 31日までの間に開始する各事業年度。 

 

 

≪競争力強化のための税制措置≫  

産業競争力強化法の改正を前提に、法人が、その所有する株式を譲渡し、特別事業再編計

画の認定を受けた事業者から株式の交付を受けた場合には、その株式譲渡益の計上を繰り

延べることができます。 

 

適用時期 

産業競争力強化法の改正法の施行日から平成 33 年 3 月 31 日までの間に受けた認定につい

て適用。 
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≪法人税における収益の認識等の見直し≫  

企業会計における収益認識基準の設定を契機として、法人税においても法令上の明確化が

実施されます。 

また、返品調整引当金及び長期割賦販売における延払基準の選択制度が廃止されると伴に、

それによる影響の緩和を目的として経過措置が設けられました。 

 

 

≪その他≫ 

次の制度は平成 30年度末で期限が到来しましたが、延長されます。 

① 交際費の損金不算入制度 

② 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用制限 

③ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 

 

適用時期 

平成 32年 3月 31日まで。 
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